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鳥取市条例第１２号 

   鳥取市介護保険条例の一部を改正する条例 

鳥取市介護保険条例（平成１２年鳥取市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改め、同項第１号から第５号までを次のように改める。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３８

条第１項第１号に掲げる者 ３３，３０６円 

⑵ 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ５０，１４２円 

⑶ 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５０，５０８円 

⑷ 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６２，２２０円 

⑸ 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７３，２００円 

第２条第１項第６号中「９１，２００円」を「８７，８４０円」に改め、同号イ中

「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「又は第１１号イ」

を「、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同項第７号中「１０２，６００円」を「

９８，８２０円」に改め、同号イ中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項

第１号イ」に、「又は第１１号イ」を「、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同項

第８号中「１２５，４００円」を「１２０，７８０円」に改め、同号イ中「第３９条



第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「又は第１１号イ」を「、第１

１号イ又は第１２号イ」に改め、同項第９号中「１４０，６００円」を「１３５，４

２０円」に改め、同号イ中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ

」に、「又は第１１号イ」を「、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同項第１０号

中「１５２，０００円」を「１４６，４００円」に改め、同号ア中「６２０万円未満

」を「５２０万円未満」に改め、同号イ中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条

第１項第１号イ」に、「又は次号イ」を「、次号イ又は第１２号イ」に改め、同項第

１１号中「１５９，６００円」を「１５３，７２０円」に改め、同号ア中「８２０万

円未満」を「６２０万円未満」に改め、同号イ中「第３９条第１項第１号イ」を「第

３８条第１項第１号イ」に改め、「部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、

同項第１２号を次のように改める。 

⑿ 次のいずれかに該当する者 １６８，３６０円 

  ア 合計所得金額が７２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３８条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第２条第１項に次の１号を加える。 

⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 １７５，６８０円 

第２条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に、「２２，８００円」を「２０，８６２円」に改め、同条第３項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２２，８００

円」を「２０，８６２円」に、「３８，０００円」を「３５，５０２円」に改め、同

条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「２２，８００円」を「２０，８６２円」に、「５３，２００円」を「５０，１

４２円」に改める。 



第４条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「

若しくは第５号ロ又は第２条第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ

若しくは第１１号イ」を「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、

第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」に、「第３９条第１項第１号から第５号ま

で又は第２条第６号から第１１号まで」を「第３８条第１項第１号から第１２号」に

改める。 

第１５条第１項及び第２項中「前４条」を「第１１条から前条まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取市介護保険条例の規定は、令和６年度分の保険料か

ら適用し、令和５年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

 


